
 ①国民健康保険料の基礎賦課額に係る限度額を67万円(現行:66万円)に引き上げる。

《現行》 《改正後》 Ⅰ 賦課限度額の見直し

※令和７年度本算定時点の賦課情報及び保険料率を基に計算しています。
※超過世帯数は各区分で重複する世帯があります。

※令和７年度本算定時点の賦課情報及び保険料率を基に計算しています。

     中間所得層に配慮した
     保険料となる。
　　　　　　　　応能分（約50%）
　　　　　　　　応益分（約50%）

所得額

応能分（約50%）

7割
軽減

2割

対象者 を拡大

所得額

5割
軽減

応益分（約50%）

Ⅱ 軽減判定所得の見直し

2割

加入世帯数

6,049世帯
260,000円

増加額

賦課限度額

10,000円

 【改正後】　軽減判定所得
 ７割軽減：基礎基準額(43万円)＋10万円×(給与所得者等の数-1)
 ５割軽減：基礎基準額(43万円)＋10万円×(給与所得者等の数-1)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋31万円×(被保険者等の数）
 ２割軽減：基礎基準額(43万円)＋10万円×(給与所得者等の数-1)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋57万円×(被保険者等の数）

【現行】　軽減判定所得
 ７割軽減：基礎基準額(43万円)＋10万円×(給与所得者等の数-1)
 ５割軽減：基礎基準額(43万円)＋10万円×(給与所得者等の数-1)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋30.5万円×(被保険者等の数）
 ２割軽減：基礎基準額(43万円)＋10万円×(給与所得者等の数-1)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋56万円×(被保険者等の数）

7割
軽減

5割
軽減

170,000円

0円

0円

（国民健康保険料の賦課限度額及び軽減判定所得の見直し）
寒川町国民健康保険条例の一部改正について

△2世帯

0世帯

0世帯

59世帯

80世帯

65世帯2,533世帯

R７限度額
超過世帯数

61世帯

80世帯

65世帯

資料３－１

Ⅰ 国民健康保険料の賦課限度額について、次のとおり変更する。

保険料額 　保険料額

２．改正の内容

１．改正の概要

Ⅱ 国民健康保険料の減額対象となる所得基準について、次のとおり変更する。

 ①５割軽減の軽減判定所得の算定における被保険者等の数に乗ずべき金額を31万円(現行:30.5万円)に引
き上げる。

 ②２割軽減の軽減判定所得の算定における被保険者等の数に乗ずべき金額を57万円(現行:56万円)に引き
上げる。

増減

３．改正に伴う影響見込

世帯数
区分 R８限度額

超過世帯数
増減

医療分
(基礎賦課額)
後期高齢者
支援金分

介護分

R７
賦課限度額

R８
賦課限度額

660,000円

260,000円

170,000円

670,000円

1,334世帯

区分 全世帯数 R７軽減世帯数 R８軽減世帯数

0世帯

7世帯

21世帯

28世帯計 2,715世帯

710世帯

699世帯

2,743世帯

1,334世帯

703世帯

678世帯

７割軽減

５割軽減

２割軽減

6,049世帯

【現行】 賦課限度額

基礎賦課額：66万円

後期高齢者支援金等賦課額：26万円

介護納付金賦課額：17万円

【改正後】 賦課限度額

基礎賦課額：67万円

後期高齢者支援金等賦課額：26万円

介護納付金賦課額：17万円


